
 

第７６回国有財産九州地方審議会審議経過録 
 
１．諮 問 事 項 

留保財産の選定について 
 

 （対象財産１） 

１．所 在 地：鹿児島県鹿児島市泉町 18 番 1 

２．区分・数量：土地 1,836.23 ㎡ 

 

 （対象財産２） 

１．所 在 地：福岡県福岡市博多区東公園 107 番 12 のうち 

２．区分・数量：土地 約 6,420 ㎡ 

 

 
２．審議経過及び結果 
⑴ 令和３年５月１０日 

審議会会長が各委員に対し、書面審議を依頼（口頭）した。 
 
 ⑵ 令和３年５月１１日 
   審議会会長が各委員に対し、書面審議に係る通知書を発出した。 
 
⑶ 令和３年５月１０日～１７日 

事務局が各委員のもとに出向いて、別紙のとおり諮問事項の内容説明を行い、

審議していただいた。 
 
⑷ 令和３年５月１７日 

各委員から賛成が得られたので、その旨審議会会長に報告した。 
 
⑸ 令和３年５月１７日 

審議会会長から諮問のとおり処理することが適当である旨の答申がなされた。 
 
 



別紙（諮問事項の説明内容） 

本件諮問事項は、「暫定」の留保財産としている２つの国有財産を、

留保財産として選定するものです。 

 

（対象財産１：鹿児島県鹿児島市泉町１８番１） 

 本財産は、ＪＲ鹿児島本線鹿児島中央駅の北東約 2 ㎞に位置し、鹿

児島市役所、鹿児島を代表する繁華街「天文館」に近接するなど、鹿

児島市内の中心部に所在しています。 

本財産は、旧鹿児島港湾合同庁舎で、築後 50 年以上が経過し、老

朽化が著しく、必要な耐震性能が不足していたため別地に建て替えが

行われることになり、平成 31 年 3 月に新鹿児島港湾合同庁舎が竣工

したことから、令和元年 12 月に国土交通省より当局が引き受け、以

降、普通財産として管理しているものです。 

本財産は、面積 1,836 ㎡の土地で、東側、西側、南側の三方が接道

しています。都市計画法上の用途地域は商業地域で、建蔽率 80％、容

積率 300％であり、法令上、さまざまな用途の施設の建築が可能です。 

なお、本財産上には、5 階建ての事務庁舎棟、3 階建ての付属棟が

存置しています。付属棟については鹿児島県との合築（1 階が国、2

～3 階が県所有）建物となっていますが、事務庁舎棟及び付属棟とも、

今後、解体する予定です。 

周辺状況は、東側に錦江湾や桜島が一望でき、近くには、奄美、種

子島、屋久島など離島航路線の発着港があります。鹿児島県は、本財

産が接する臨港道路よりも東側のドルフィンポート跡地・ウォーター

フロントパーク地区を含む「鹿児島港本港区エリア」において、まち

づくりを進めており、「鹿児島港本港区エリアまちづくりグランドデ

ザイン」を策定しているところです。また、鹿児島市においては、同

エリアへ市電を延伸する計画を立て、ルート案などの検討を進めてい

ます。 

本財産は、「地域・規模に関する要件」の基準には該当していませ

んが、立地条件等の個別的要因をみると、「敷地状況」が敷地内や接

道部分等の高低差がなくほぼ整形な土地であること、「接道状況」が

三方の道路に接していること、「周辺の状況」が繁華街に近く、鹿児

島市役所、民間オフィスビル等が集積し、また、錦江湾や桜島といっ



 

た風光明媚な景色が眼前に一望できること、「交通」などアクセスが

ＪＲ鹿児島中央駅や奄美、種子島、屋久島など離島航路線の発着港に

近く、また、路面電車の新設ルートの検討も進められ、利便性に優れ

ていること、「都市計画」上の用途地域が商業地域であることから、

さまざまな用途の施設の建設が可能であること、また、旧港湾合同庁

舎の廃止以降、地元経済団体や複数の民間企業から今後の活用方針に

係る問い合わせが寄せられるなど、地域・社会のニーズに幅広く対応

できる可能性を有しています。 

このように、本財産は留保財産の選定基準における「地域・規模に

関する要件」は満たしていませんが、個別的要因を踏まえると、有用

性が非常に高く、希少な土地であることから、留保財産として選定す

ることが適当であると考えます。 

 

（対象財産２：福岡県福岡市博多区東公園 107 番 12 のうち） 

 本財産は、ＪＲ鹿児島本線吉塚駅の南西１㎞、福岡市営地下鉄千代

県庁口駅の間近に位置し、留保財産の選定基準における地域要件であ

る人口集中地区に所在しています。 

本財産は、昭和 53 年から、福岡市民体育館敷地として、福岡市に

貸付を行っていましたが、施設が老朽化し、後継施設となる福岡市総

合体育館が東区に開館したことから、本館及び第２競技場を令和 3 年

3 月 31 日に廃止し、敷地の一部が不要となったため、市が建物を解体

のうえ、令和 4 年度に返還される予定の財産です。 

本財産は、面積約 6,420 ㎡のやや不整形な土地で、北側、西側、南

側の三方が市道に接しています。都市計画法上の用途地域は第１種住

居地域で、建蔽率 60％、容積率 200％です。周辺には東公園、福岡県

庁や小学校、民間オフィスビル等が集積し、JR 吉塚駅と地下鉄千代県

庁口駅が近いため、博多地区・天神地区へのアクセスが良好な、利便

性に優れた財産です。 

なお、市から返還される部分以外の、第一競技場及びその駐車場に

ついては、引き続き、市が使用するため、継続して貸し付ける予定で

す。 

 本財産は、福岡市の中心部の人口集中地区に所在し、面積が 6,420

㎡あり、留保財産の「地域・規模に関する要件」を満たしています。



 

また、個別的要因としても、敷地、接道、周辺の状況、交通等に問題

がなく、都市計画法上の用途地域は第１種住居地域であり、病院、学

校等の公共施設のほか、一定規模以下の事務所、店舗等のさまざま施

設の建設が可能です。 

このように、本財産は、留保財産の選定基準における「地域・規模

に関する要件」を満たし、個別的要因を踏まえると、有用性が非常に

高く、希少な土地であることから、留保財産として選定することが適

当であると考えます。 
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